
いちき串木野市教育用ＩＣＴ機器貸出実施要綱  

 

令和４年２月 16日教育委員会告示第１号  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、いちき串木野市が所有する教育用ＩＣＴ機器

（以下「ＩＣＴ機器」という。）の家庭学習での利活用について、

家庭への貸出及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。  

（貸出を行うＩＣＴ機器）  

第２条  貸出を行うＩＣＴ機器は、次のとおりとする。  

(１ ) 学習者用端末及び端末充電用ＡＣアダプター（以下「端末

等」という。）  

(２ ) モバイルＷｉ－Ｆｉルーター  

(３ ) その他いちき串木野市教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）が必要と認める機器  

（利用者）  

第３条  ＩＣＴ機器の貸出を受けることができる利用者は、いちき

串木野市立の小学校及び中学校に在籍する児童生徒（以下「児童

生徒」という。）とする。ただし、前条第２号に規定するＩＣＴ

機器（以下「モバイルＷｉ－Ｆｉルーター」という。）について

は、家庭にインターネットに接続する環境が無い家庭で、次のい

ずれかに該当する者に限るものとする。  

(１ ) 就学援助費の支給の認定者  

(２ ) その他教育委員会が特に必要と認める者  

（申込者）  

第４条  ＩＣＴ機器の貸出を申し込むことができる者は、児童生徒

を養育する者（以下「保護者等」という。）とする。  

（ＩＣＴ機器の貸出の可否及び貸出期間）  

第５条  ＩＣＴ機器の貸出の可否及び貸出期間は、児童生徒の在籍

する学校の校長（以下「学校長」という。）が定める。  



２  モバイルＷｉ－Ｆｉルーターの貸出については、１泊２日とす

る。ただし、祝日及び週末並びに長期休業中は、翌登校日に返却

するものとする。  

（費用）  

第６条  ＩＣＴ機器の貸出は無料とする。  

２  ＩＣＴ機器を家庭で利用するための電気代、端末等を家庭のイ

ンターネット環境に接続して使用する場合の通信費その他の実費

は、保護者等の負担とする。  

（申込）  

第７条  端末等の貸出を希望する申込者は、学習者用端末等貸出申

込書兼同意書（様式第１号）を学校長に提出しなければならない。  

２  モバイルＷｉ－Ｆｉルーターの貸出を希望する申込者は、モバ

イルＷｉ－Ｆｉルーター貸出申込書兼同意書（様式第２号）を学

校長に提出しなければならない。  

（ＩＣＴ機器の貸出）  

第８条  前条の申請を受けた学校長は、申込・同意の有無を把握す

るとともに、家庭に持ち帰ることが必要と判断した場合、申込者

の児童生徒に貸し出すものとする。ただし、モバイルＷｉ－Ｆｉ

ルーター及び第２条第３号のＩＣＴ機器を貸し出す場合は、モバ

イルＷｉ－Ｆｉルーター等貸出簿（様式第３号。以下「貸出簿」

という。）に貸出の記録を残し、返却状況等の管理を行わなけれ

ばならない。  

２  利用者１人が借り受けることができる端末等は１台、モバイル

Ｗｉ－Ｆｉルーターは家庭に１台とする。  

３  ＩＣＴ機器の貸出を行った学校長は、教育委員会からの求めに

応じて、貸出簿の写しを提出しなければならない。  

（返却）  

第９条  保護者等は、貸出を受けたＩＣＴ機器について、学校から

返却を求められた場合は、速やかに当該ＩＣＴ機器を学校へ返却

しなければならない。  



２  貸出期間中に利用者が所属する学校から転校しようとする場合

は、転出日までにＩＣＴ機器を学校に返却しなければならない。  

３  返却されたＩＣＴ機器に故障等の異変を認めた学校長は、教育

委員会へ速報を入れた後、利用者から詳細に事情を聴取して貸出

ＩＣＴ機器事故報告書（様式第４号。以下「事故報告書」とい

う。）を作成し、教育委員会に報告しなければならない。  

（遵守事項）  

第 10条  利用者及び保護者等は、ＩＣＴ機器の取扱いについて学校

長の指導に従うとともに、細心の注意をもってＩＣＴ機器を管理

しなければならない。  

２  利用者及び保護者等は、貸出を受けたＩＣＴ機器を家庭学習以

外の目的で使用してはならない。  

３  利用者及び保護者等は、貸出を受けたＩＣＴ機器を使用して、

公序良俗に反することや違反行為、極端な生活リズムを崩すよう

な利用を行ってはならない。  

４  利用者及び保護者等は、貸出を受けたＩＣＴ機器に対して次の

各号のいずれも行ってはならない。  

(１ ) ＩＣＴ機器に対して設定やパスワード等を変更し、又は新

たに設定し、若しくは削除すること。  

(２ ) ＩＣＴ機器に新たなソフトウェアを導入し、又は既存のソ

フトウェアを削除すること。  

(３ ) ＩＣＴ機器が個別に有するＩＤ又はパスワードを目的外に

使用し、又は持ち出すこと。  

(４ ) 前３号に掲げるもののほか、ＩＣＴ機器の教育利用を阻害

する一切のこと。  

５  ＩＣＴ機器の紛失又は破損若しくは異変を認めた利用者及び保

護者等は、速やかに学校長へ申し出なければならない。  

６  前項の申出を受けた学校長は、教育委員会へ報告後、利用者か

ら詳細に事情を聴取して事故報告書を作成し、教育委員会に報告

しなければならない。  



（損害賠償等）  

第 11条  ＩＣＴ機器の紛失及び故意又は重大な過失による破損によ

りＩＣＴ機器を原状に復するために要する経費は、原則、保護者

等の負担とする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認め

るときは、この限りでない。  

２  ＩＣＴ機器の使用に伴い発生した損害等については、保護者等

が負担するものとする。  

３  有料サイト等の利用に係る料金並びにこの要綱に定めるＩＣＴ

機器の目的外使用によって生じた費用は、保護者等が負担するも

のとする。  

（その他）  

第 12条  この要綱に定めるもののほか、ＩＣＴ機器貸出に関し必要

な事項は、教育委員会が別に定める。  

附  則  

この要綱は、令和４年２月 16日から施行する。  



様式第１号（第７条関係）  

 



様式第２号（第７条関係）  

 



様式第３号（第８条関係）  

 



様式第４号（第９条、第 10条関係）  

 


